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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衝突の場合に自動的にブレーキ力が形成される、車両ブレーキ装置の調節方法において
、
　車両（１）における衝突位置が特定されること、および
　前記ブレーキ力の自動的上昇が衝突位置に応じて実行され、この場合、後方領域内の衝
突においては車両が直ちに制動され、前方領域内の衝突においては遅れた制動が実行され
ること、
　を特徴とする車両ブレーキ装置の調節方法。
【請求項２】
　前記ブレーキ力上昇の勾配が衝突位置に応じて調節されることを特徴とする請求項１に
記載の調節方法。
【請求項３】
　前方領域内の衝突において前記ブレーキ力上昇が遅れて行われることを特徴とする請求
項１または２に記載の調節方法。
【請求項４】
　前記ブレーキ力上昇が、ブレーキ・ユニット（１０、１１）を油圧媒体で予め満たすこ
とにより加速されて行われることを特徴とする請求項１または２に記載の調節方法。
【請求項５】
　ブレーキ力最大値が衝突位置に応じて調節されることを特徴とする請求項１ないし４の
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いずれかに記載の調節方法。
【請求項６】
　衝突位置が車両（１）内のエアバッグの開放により特定されることを特徴とする請求項
１ないし５のいずれかに記載の調節方法。
【請求項７】
　衝突位置が、周辺センサ装置（１３）により特定されることを特徴とする請求項１ない
し６のいずれかに記載の調節方法。
【請求項８】
　前記周辺センサ装置（１３）が、光学センサ、レーダまたは超音波センサであることを
特徴とする請求項７に記載の調節方法。
【請求項９】
　自動的に形成されたブレーキ力が、ドライバの応答によって無効にされうることを特徴
とする請求項１ないし８のいずれかに記載の調節方法。
【請求項１０】
　前記ドライバの応答が、加速ペダルの操作であることを特徴とする請求項９に記載の調
節方法。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれかに記載の調節方法を実行するための制御装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の制御装置を備えたブレーキ装置。
【請求項１３】
　ブレーキ力の自動的形成がＥＳＰ制御装置（１２）の操作信号を介して行われることを
特徴とする請求項１２に記載のブレーキ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念に記載の車両ブレーキ装置の調節方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　独国特許出願公開第１９７５３９７１号から、車両と他の車両との衝突の場合に、車輪
ブレーキに、ドライバからブレーキ・ペダルおよび／またはサイド・ブレーキ（駐車ブレ
ーキ）の操作により与えられたブレーキ力より大きいブレーキ力が形成される車両ブレー
キ装置の制御方法が既知である。これにより、きわめて高いブレーキ力を有する自動ブレ
ーキ過程が導入され、これによって、衝突の場合に、車両が確実に停止状態に保持される
かまたは短時間内に停止状態となることが保証されている。この手段により、事故による
損害並びに後続事故の危険が低減可能である。例えば、後方領域内において他の車両から
追突された、交差点において駐車している車両の位置は保持可能であるか、または少なく
とも車両の変位を小さく保持可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】独国特許出願公開第１９７５３９７１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、衝突の場合に、事故による損害が低減されるように、自動的に車両内
においてブレーキ力を形成することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　この課題は、本発明により、請求項１の特徴により解決される。従属請求項は目的に適
った変更態様を与える。
【０００６】
　本発明による車両内のブレーキ装置の調節方法において、車両と第３車両またはその他
の物体との衝突の場合に自動的にブレーキ力が形成され、しかも基本的に、ドライバが車
両ブレーキを操作したかどうかという事実とは無関係にブレーキ力が形成される。これに
より、衝突時に車両に与えられた衝撃ないしは反動にもかかわらず、車両の地面に対する
変位運動が低減され、このことが、多くの事故状況において事故の大きさを低減させるか
ないしは後続事故を回避させる。
【０００７】
　衝撃のタイプに応じて固有の応答を可能にするために、本発明により、はじめに、車両
における衝突位置が特定され、それに続いて、衝突のタイプに応じてそれぞれ、異なる大
きさのブレーキ力ないしは適合されたブレーキ力の上昇が自動的に実行される。車両にお
ける衝突位置は、特に、正面衝突、後面衝突または左側／右側の区別を有する側面衝突の
間で区別され、且つそれに応じて、ブレーキ力の自動的上昇が制御される。ブレーキ力上
昇の勾配の調節、達成されるべきブレーキ力最大値の調節および場合によりブレーキ力上
昇におけるむだ時間即ち遅れもまた考慮される。これらの手段により、事故による損害の
大きさを低減させるために、衝突のタイプに応じてフレキシブルに応答可能であり且つ衝
突のタイプに応じてそれぞれ異なった応答が実行可能である。
【０００８】
　例えば、前方領域内の衝突の場合に、衝突の衝撃から発生する抑制不可能な車両の変位
運動をできるだけ小さく保持するために、車両をできるだけ急速に制動することが目的に
適っている。車両のできるだけ急速な制動においては、特に、ブレーキ力上昇において高
い勾配が求められ、さらに衝突の発生とブレーキ力上昇の開始との間にできるだけ小さい
遅れが求められる。このむだ時間ないしは遅れをできるだけ小さく保持するために、衝突
において、車両の減速に直接関与するブレーキ装置のブレーキ・ユニットをできるだけ急
速に作動位置に移行させることが目的に適っている。例えば油圧式または電気油圧式ブレ
ーキとして、ブレーキ・ユニットが油圧式に設計されている場合、ブレーキ・ユニットに
油圧媒体が予め満たされる。これは、車両における衝突が特定された直後に行われること
が好ましく、この場合、場合により、車両固有のセンサ装置を用いて、センサ情報から衝
突が間近かに差し迫っていることが推測される場合、衝突の発生の直前に予めブレーキ・
ユニットの作動位置が設定される。これは、例えば、光学センサから、レーダ・センサま
たはライダ・センサから、あるいは超音波センサからの情報の評価によって行われ、これ
らのセンサを用いて、間近かに差し迫っている衝突または既に発生された衝突並びに特に
車両における衝突位置もまた検出可能である。
【０００９】
　車両内のエアバッグの開放の評価は、車両における衝突位置を特定する他の可能性を示
す。車両内の種々の位置にエアバッグが配分されているので、対応するエアバッグの開放
により、車両における衝突位置もまた推測可能である。例えば、計器盤内またはかじ取り
ハンドル内に組み込まれているエアバッグが開放された場合、これは車両の前方領域また
は斜め前方領域内の衝突を表わしている。それに対応して、例えば上記の車両のできるだ
け急速な制動のようなブレーキ力の自動的上昇のための手段ができるだけ小さいむだ時間
および高い勾配で実行可能である。逆に、後方領域内の衝突が特定されたとき、それに続
く交通が事故位置から逃れるための可能性を有することを保証するために、車両は時間的
に遅れて制動されてもよい。しかしながら、基本的に、後方領域内の衝突において直ちに
制動すること、ないしは前方領域内の衝突において遅れた制動を実行することもまた可能
であり、このことは、特に、実際の交通状況に関する他の情報の関数であり、例えば道路
交差点の前後の事故車両の位置の関数である。
【００１０】
　さらに、ブレーキ力の自動的形成が正確に決定されたドライバの応答によって解除され
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るように、即ち無効にされうるように本調節方法を構成することが目的に適っている。こ
れは、例えば、ドライバによる加速ペダルの操作であっても、またはドライバによるブレ
ーキ・ペダルの強い操作であってもよく、これにより、ドライバの応答を介してブレーキ
力が発生され、このブレーキ力は少なくとも自動的形成におけるブレーキ力と同じレベル
を達成する。
【００１１】
　本発明による方法は種々のブレーキ・タイプに使用可能である。油圧式ブレーキ装置、
電気油圧式ブレーキ、電動式ブレーキまたは場合により電気空気式ブレーキ装置もまた対
象となる。本発明による方法を実行するために使用されるブレーキ装置は制御／操作装置
を備えていることが好ましく、制御／操作装置内において本方法が実行される。これは例
えばＥＳＰ制御装置（電子式安定性プログラム）であってもよく、これを用いて、ブレー
キ内への係合によりおよび場合によりエンジン・マネジメント内への係合によってもまた
走行動特性制御が実行可能である。制御／操作装置は、実際に行われた衝突または間近か
に差し迫った衝突がそれから推測可能なセンサ信号、例えばエアバッグ信号、またはレー
ダ、ライダ、光学センサまたは超音波センサのような周辺センサ装置のセンサ信号を受け
取る。制御／操作装置内において、入力信号を評価したのちに操作信号が発生され、この
操作信号によりブレーキ装置は希望のブレーキ力を形成するように作動される。
【００１２】
　他の利点および目的に適った実施形態が、その他の請求項、図面の説明および図面から
得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、前方および後方ブレーキ装置と、並びにブレーキ装置を調節するための
制御／操作装置とを備えた自動車を略図で示す。
【図２】図２は、車両内の種々の制御／操作装置およびブレーキ装置の協働をブロック線
図で示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１に示された車両１は、特に、かじ取りハンドル２として設計されたハンドルを介し
て制御される自動車である。自動車１は前方ブレーキ装置１０および後方ブレーキ装置１
１を有し、この場合、前方ブレーキ装置１０は前車軸６に装着された前車輪４および５に
作用し、後方ブレーキ装置１１は後車軸９に装着された後車輪７および８に作用する。ブ
レーキ装置１０および１１のブレーキ・ユニットは、油圧式ブレーキ、電気油圧式ブレー
キまたは電動式ブレーキとして形成されている。ブレーキ装置１０および１１は制御／操
作装置１２の操作信号を介して調節され、制御／操作装置１２は、場合によりＥＳＰ制御
装置であってもよい。制御／操作装置１２は、ブレーキ装置１０および１１を作動させる
ための操作信号を発生するとき、センサ装置１３から発生するセンサ信号を処理し、この
場合、センサ装置１３を介して車両状態変数が決定可能であり、車両状態変数は、例えば
車両縦方向速度、縦方向加速度、横方向加速度またはヨーレートのような車両の縦方向動
特性および／または横方向動特性を表わす。しかしながら、センサ装置１３は周辺センサ
装置を含んでいてもよく、周辺センサ装置により、車両１の周辺内の現象、例えば先行車
両との車間距離および相対速度が特定可能である。周辺センサ装置は、例えばレーダ支援
センサ、光学センサまたは超音波センサを含む。
【００１５】
　かじ取りハンドル２内にエアバッグ３が組み込まれ、エアバッグ３の機能はエアバッグ
操作装置１４を介して操作可能である。エアバッグ操作装置１４は、データ交換を可能に
するために、ＣＡＮデータ・バスを介して制御／操作装置１２に接続されていることが好
ましい。
【００１６】
　車両１内に他のエアバッグが存在していてもよく、これらのエアバッグは同様にエアバ



(5) JP 5279916 B2 2013.9.4

10

20

30

40

ッグ操作装置１４の操作信号を介して開放される。
【００１７】
　車両の衝突の場合に、ブレーキ装置を介して自動的にブレーキ力が形成され、このこと
はドライバによるブレーキ・ペダルの操作とは無関係に行われるので、ブレーキ力形成は
、ドライバがブレーキ・ペダルを操作しなかった場合に対しても実行される。ドライバに
よりブレーキ・ペダルが操作された場合、それぞれの状況に対して最適なブレーキ力を提
供するために、ペダル操作が十分であるかどうかが検査されることが有利である。ペダル
操作が十分でない場合には、自動的ブレーキ力形成を介して希望のブレーキ力レベルが設
定可能である。
【００１８】
　衝突の場合に自動的ブレーキ力形成が行われ、この場合、場合により衝突の発生の直前
に予め油圧ブレーキ圧力が提供されても、または予めブレーキ力形成が行われてもよい。
衝突は、例えばエアバッグの開放を介して、ブレーキ装置の調節に関与する制御／操作装
置１２に伝達される。図２からわかるように、制御／操作装置１２はエアバッグの開放に
関する情報をエアバッグ操作装置１４から受け取る。追加態様または代替態様として、セ
ンサ装置１３から制御／操作装置１２に、間近かに差し迫っている衝突または既に発生し
た衝突がそれから推測可能な情報が提供される。制御／操作装置１２内において、入力さ
れた信号を考慮して、ブレーキ装置１０ないしは１１を作動させるための操作信号が発生
される。
【００１９】
　事故による損害の大きさを低減させるために、衝突に関する情報が提供されるのみなら
ず、さらに、車両における衝突位置もまた決定される。事故のタイプ、例えば後面衝突、
正面衝突または側面衝突を考慮して、自動的ブレーキ力上昇に影響が与えられてもよく、
しかもブレーキ力上昇の開始（むだ時間）、ブレーキ力上昇の勾配に関してのみならず、
達成可能なブレーキ力の最大レベルに関して影響が与えられてもよい。ブレーキ力上昇に
関するこれらのパラメータは、事故による損害をできるだけ小さく保持する目的をもって
、衝突のタイプに応じてそれぞれ設定される。
【符号の説明】
【００２０】
　　１　車両（自動車）
　　２　かじ取りハンドル
　　３　エアバッグ
　　　　　　・　前車輪
　　６　前車軸
　　７、８　後車輪
　　９　後車軸
　　１０　ブレーキ・ユニット（前方ブレーキ装置）
　　１１　ブレーキ・ユニット（後方ブレーキ装置）
　　１２　制御／操作装置（ＥＳＰ制御装置）
　　１３　周辺センサ装置
　　１４　エアバッグ操作装置
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